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地域イントラネット基盤施設整備事業
Ⅰ 地域情報基盤の整備促進（地理的デジタル・ディバイドの解消等）

学校、図書館、公民館、市役所などを高速・超高速で接続する地域公共ネットワークを整
備することにより電子自治体を推進するとともに市町村合併の推進等を重点的に支援。

　地域の教育、行政、福祉、防災等の高度化を図る
ため、学校、図書館、公民館、市役所などを高速・
超高速で接続する地域公共ネットワークの整備に取
り組む地方公共団体等を支援します。

平成２1 年度　一般会計　　2，240 百万円

施策の目的

施策の概要
地方公共団体等への補助事業

（１）実 施 主 体
都道府県、市町村、第三セクター及び複数の地
方公共団体の連携主体

（２）補 助 対 象
センター施設、映像ライブラリー装置、送受信
装置、構内伝送路、双方向画像伝送装置、伝送
施設、用地取得費　等

（３）補 助 率
①　都道府県、市町村単独の場合　及び　都道

府県、政令市、中核市から成る連携主体の
場合 １／３

②　①以外の連携主体の場合、合併市町村（た
だし、合併年度及びこれに続く一か年度に
限る。）　及び　沖縄県、沖縄県内の市町村
の場合 １／２

③　離島 ２／３
④　第三セクターの場合 １／４

（４）その他
①　あらかじめケーブルテレビ等への開放を目

的とする整備を可能とする。
②　あらかじめ高速・超高速インターネットア

クセス提供事業への開放を目的とする整備
を可能とする。

　　一般単独事業債、過疎債、辺地債、合併特例債　等

予算額

実施状況

地方財政措置

【例：過疎債の場合】

○ 市町村単独の場合
国庫補助率1/3 補助裏2/3

１００％

国庫補助率1/2 補助裏1/2

１００％

○ 連携主体の場合

国庫補助
過疎債

７０％ 交付税措置

国庫補助
過疎債

７０％ 交付税措置
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地域情報通信基盤整備推進交付金
Ⅰ 地域情報基盤の整備促進（地理的デジタル・ディバイドの解消等）

FTTH、ケーブルテレビ、ADSL、衛星など地域間の情報格差是正に必要となる施設を
幅広く支援の対象とすることにより、地域の柔軟かつ効率的なＩＣＴ基盤整備を推進。
定住自立圏の取組を推進するための基盤整備等を積極的に支援。

施策の目的
　地域の特性に応じた情報通信基盤の整備を支援し、
地域間の情報格差（デジタルディバイド）を是正する
とともに、その利活用を促進することにより、地域住
民の生活の向上及び地域経済の活性化を図ります。

施策の概要
（１）交付対象主体及び交付率

①　条件不利地域に該当する市町村（交付率：
１/ ３）

　（注）条件不利地域とは、過疎、辺地、離島（奄
美及び小笠原を含む。）、半島、山村、豪雪
及び沖縄県のこれらに類する地域をいう。

②　①を含む合併市町村又は連携主体（交付率：
１/ ３）

　（注 1）合併が行われた日の属する年度及び
これに続く３年度に限り交付対象とする

　（注 2）定住自立圏の取組を推進するための
基盤となる設備として、遠隔医療等に不可
欠な送受信装置等も交付対象とする

③　第三セクター法人（交付率：１/ ４）

（２）交付対象施設
①からサービスを決定する主要な施設を選択し、そ
れに附帯して効用を発揮する施設を②から必要な範
囲で選択することで、地域に最も適したＩＣＴ基盤
整備を推進。

①　本体施設（アンテナ施設、ヘッドエンド、
鉄塔、光電変換装置、無線アクセス装置、

デジタル加入者回線多重化装置、衛星地球
局、海中中継装置、海底分岐装置　等）

②　附帯施設（センター施設、受電設備、電源
設備、伝送施設、監視装置、構内伝送路、
送受信装置  等）

予算額
平成 21 年度　一般会計　7,870 百万円

地方財政措置
　一般単独事業債、過疎債、辺地債、合併特例債　等

実施状況

施策のイメージ 

本体施設 附帯施設 サービス
センター施設
外構施設
受電設備
電源設備
スタジオ施設
伝送施設
監視装置
測定器

用地取得費・道路設備費
局舎

構内伝送路
送受信装置

アンテナ施設

ヘッドエンド

光電変換装置

衛星地球局
海中中継装置
海底分岐装置

デジタル加入者回線多重化装置

F T T H

ケーブルテレビ

A D S L

等
衛星インターネット

地域の知恵と工夫を活かしつつ、柔軟かつ効率的な情報格差の解消を推進

地域課題の解決促進、地域経済の活性化

ICT 利活用の取組

担当課　情報流通行政局地方情報化推進室　０３−５２５３−５７５７
　　　　総合通信局情報通信振興課（室）
　　　　沖縄総合通信事務所情報通信課

担当課　情報流通行政局地方情報化推進室　０３−５２５３−５７５７
　　　　総合通信局情報通信振興課（室）
　　　　沖縄総合通信事務所情報通信課

平成１８年度
平成１９年度
平成20年度

79件
65件
36件

※平成20年度は１２月末の交付決定数
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無線システム普及支援事業
（携帯電話等エリア整備事業）

Ⅰ 地域情報基盤の整備促進（地理的デジタル・ディバイドの解消等）

携帯電話等の無線システムによるサービスを利用できない過疎地等において市町村が携帯
電話等の基地局を整備する場合や、無線通信事業者等が基地局開設に必要な伝送路施設を
整備する場合に、国がその整備費用の一部を補助します。

　携帯電話等は国民生活に不可欠なサービスとなりつ
つあるが、地理的な条件や事業採算上の問題により利
用することが困難な地域があり、それらの地域におい
て携帯電話等を利用可能とし、普及を促進することに
より、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適
正な利用を確保することを目的とする。

平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成20年度

７７事業
９８事業
１38事業
１54事業

※平成20年度は１２月末の交付決定数

施策の目的

施策の概要
　地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、
半島など）において、市町村が携帯電話・広帯域移
動無線アクセスシステム等の基地局施設（鉄塔、無
線設備等）を整備する場合や、無線通信事業者等が
基地局の開設に必要な伝送路施設（光ファイバ等）
を整備する場合に、当該基地局施設や伝送路の整備
費用に対して補助金を交付する。
ア　事業主体：地方自治体（市町村）←基地局施設
　　　　　　 無線通信事業者等　←伝送路施設

イ　対象地域：過疎地、辺地、離島、半島、山村、
特定農山村又は豪雪地帯

ウ　補助対象：基地局費用（鉄塔、局舎、無線設
備等）

　　　　　　  伝送路費用（※中継回線事業者の
設備の１0 年間分の使用料）

エ　補 助 率：１／２（世帯数が100未満の場合 ２／３）

　平成 21 年度　　　一般会計　8,896 百万円
予算額

実施状況

担当課【携帯電話】総合通信基盤局電波部移動通信課　03 − 5253 − 5894
　　　　　　　　　総合通信局陸上課、沖縄総合通信事務所無線通信課　
　　　【広帯域移動無線アクセスシステム】
　　　　　　　　　総合通信基盤局電波部基幹通信課　03 − 5253 − 5887
　　　　　　　　　総合通信局陸上課、沖縄総合通信事務所無線通信課

アンテナ

アンテナ

携帯電話
交換局等

鉄塔

電力引込み送電線

監視制御装置

送受信機
電源装置

取付け道路 外構設備

局 舎

基地局施設

伝送路施設
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　高速道路トンネル等の閉塞地域といった人工的な
構築物により電波が遮へいされる地域においても、
携帯電話等が利用できるようにし、電波の適正な利
用を確保します。

ア　事業主体　：一般社団法人等
イ　対象地域　：高速道路トンネル等
ウ　対象施設　：移動通信用中継施設等（無線設備、
　　　　　　　　光ケーブル等）
エ　国の補助率：１／２

電波遮へい対策事業
Ⅰ 地域情報基盤の整備促進（地理的デジタル・ディバイドの解消等）

　　平成２1 年度　　一般会計　２，958 百万円

施策の目的 予算額

実施状況

施策の概要

高速道路トンネル等

基地局

交換局

無線設備
電源設備

光ケーブル

トンネル内送受信設備

電波が遮へい

携
帯
電
話

A

B

C C

地下街等

放送局

電波（放送）が遮へい

デジタルテレビ
FM

受信空中線

ワンセグ、FM等の
受信機能を有する
携帯電話等

地 上

地下街等

拡大写真
イメージ図

イメージ図

担当課【携帯電話の電波遮へい対策】
総合通信基盤局電波部移動通信課　０３−５２５３−５８９４
総合通信局陸上課、沖縄総合通信事務所無線通信課

【放送の再送信】
情報流通行政局地上放送課　０３−５２５３−５７９３
総合通信局放送課、沖縄総合通信事務所情報通信課
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無線システム普及支援事業
Ⅰ 地域情報基盤の整備促進（地理的デジタル・ディバイドの解消等）

　山間部等においてデジタルテレビジョン放送を受
信するために共聴施設を整備する者に対して国がそ
の整備費用の一部を補助。

施策の目的

ア　事業主体　市町村又は共聴施設の設置者
イ　対象地域　山間部などデジタルテレビジョン放送

の視聴が困難な地域
ウ　対象施設　
　　・有線共聴施設：受信点設備の移設費、改修費

等（新設又は改修）

　　・無線共聴施設：受信点設備、有線伝送路、送
信設備等の整備費（新設又は置換）

エ　補助率　　施設の新設　　　　　2 ／ 3
　　　　　　　施設の改修・置換　　１／２

※有線共聴施設の場合は各世帯当たりの費用が
３万５千円を超える場合が補助対象

施策の概要

　平成 21 年度　一般会計　5,214 万円
予算額

　過疎債、辺地債等
地方財政措置

担当課　情報流通行政局デジタル放送受信推進室　０３−５２５３−５９４９
　　　　総合通信局放送課・有線放送課
　　　　沖縄総合通信事務所情報通信課

担当課　情報流通行政局デジタル放送受信推進室　０３−５２５３−５９４９
　　　　総合通信局放送課・有線放送課
　　　　沖縄総合通信事務所情報通信課

イメージ図

送信設備
（ギャップフィラー）

有線伝送路

受信点設備等

線路アンプ調整

受信点設備等

（１）有線共聴施設の場合 （２）無線共聴施設の場合

ア　事業主体　一般社団法人等、都道府県、市町村
又は一般放送事業者

イ　対象地域　条件不利地域
ウ　対象施設　中継局施設（局舎、鉄塔等）
エ　補助率　　１／２

無線システム普及支援事業
地上放送のデジタル化の達成に必要な送受信環境の整備の推進を通じ、２０１１年の
デジタル完全移行を確実なものとし、もって電波の有効かつ公平な利用を確保するた
め、デジタルテレビ中継局の整備に対する支援を実施。

　条件不利地域において放送事業者が自力建設困難
な地上デジタルテレビ中継局の整備を行う者に対し
て、国がその整備費用の一部を補助。

施策の目的

施策の概要

　平成 21 年度　一般会計　1,685 百万円

　過疎債、辺地債等

予算額

地方財政措置

（デジタルテレビ中継局整備事業） （辺地共聴施設整備事業）

Ⅰ 地域情報基盤の整備促進（地理的デジタル・ディバイドの解消等）

デジタルテレビ中継局整備
地域住民のデジタル受信確保

対象施設 サービス対象

イメージ図
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上額の範囲内において、過疎地域自立促進
特別措置法（平成 12 年法律第 15 号。以
下「過疎法」という。）第６条第 1 項の過
疎地域自立促進市町村計画に基づいて行う
過疎法第１２条第 1 項に定める事業等に係
る市町村の起債予定額等に基づき、同意等
予定額を定めるものであること。

(3)　辺地対策事業の対象事業については、辺地
法第 2 条第 2 項及び辺地に係る公共的施設
の総合整備のための財政上の特別措置等に
関 す る 法 律 施 行 令（ 昭 和 37 年 政 令 第
301 号）第２条等に、過疎対策事業の対
象事業は、過疎法第１２条第 1 項及び過疎
地域自立促進特別措置法施行令（平成 12
年政令第 175 号）第６条に、それぞれ定
められているところであるが、その留意事
項は、次のとおりであること。
イ　料金収入等により、元利償還費の相当

部分を負担することが適当と認められる
ものは、対象とならないものであること。

ニ　電気通信に関する施設とは、難視聴解
消若しくは地上デジタル放送対応のため
の放送局に係る施設の整備事業、情報通
信格差是正事業若しくは無線システム普
及支援事業として行う移動通信無線局に
係る施設整備事業、ブロードバンド・ゼ
ロ地域解消事業として行う施設整備事
業、その他の辺地の格差是正又は過疎地
域の自立促進等のために必要な事業をい
うものであること。

第一　簡易協議等手続に関する事項
　二　一般会計債に関する事項
　　６　辺地及び過疎対策事業

(1)　本事業の対象事業のうち、電気通信に関す
る施設を例示すると次のとおりであること。

第二　協議団体に係る同意基準
　二　協議に当たっての事業区分
　　１　一般会計債
　　(6) 辺地及び過疎対策事業

イ　辺地対策事業については、辺地に係る公
共的施設の総合整備のための財政上の特別
措置等に関する法律（昭和 37 年法律第
88 号）第３条第１項の規定による総合整
備計画に基づいて実施する公共的施設の整
備について市町村が必要とする経費を対象
とするものとする。

ロ　過疎対策事業については、過疎地域の市
町村が過疎地域自立促進特別措置法（平成
12 年法律第 15 号）第６条第１項の規定
による過疎地域自立促進市町村計画に基づ
いて行う同法第１２条第１項に定める出資
及び施設の整備につき必要とする経費を対
象とするものとする。

第一　簡易協議等手続に関する事項
　二　一般会計債に関する事項
　　５　辺地及び過疎対策事業

(1)　辺地対策事業については、地方債計画の計
上額の範囲内において、辺地に係る公共的
施設の総合整備のための財政上の特別措置
等に関する法律（昭和 37 年法律第 88 号。
以下「辺地法」という。）第３条第 1 項の
総合整備計画において整備しようとする公
共的施設として定められた事業に係る市町
村の起債予定額等に基づき、同意等予定額
を定めるものであること。

(2)　過疎対策事業については、地方債計画の計

辺地及び過疎対策事業債

平成 20 年度地方債同意等基準（抄）
［H20 総務省告示第 264 号］

［改正平成 20 年 5 月 13 日Ｈ 20 総務省告示第 292 号］

平成 20 年度地方債同意等基準運用要綱等について（抄）
［H20.4.30 付総財地第 89 号］

平成 20 年度地方債取扱い上の留意事項について（抄）
［H20.4.30 付総財地第 90 号、総財公第 69 号、総財務第 112 号］

Ⅰ 地域情報基盤の整備促進（地理的デジタル・ディバイドの解消等）

辺地債・過疎債共通事項

9

   地上デジタル放送対応のためのアンテナ等工事等の
経費（１施設の事業費が１００万円を超えるもの。）
について、以下のとおり地方債（充当率７５％、元利
償還金の３０％について事業費補正方式により基準財
政需要額に算入）を措置。（※注）

（１）公立学校施設：学校教育施設等整備事業債
　　（公共施設等地上デジタル放送移行対策事業）
　　①　文部科学省所管「安全・安心な学校づくり
　　　交付金」を受けて又は単独で実施する公立小・
　　　中学校、公立特別支援学校及び単独で実施す
　　　る公立幼稚園、公立高等学校のアンテナ等工
　　　事（当該工事と併せて整備するデジタルテレ
　　　ビ又はデジタルチューナーを含む。）
　　②　公立小・中学校、公立特別支援学校、公立
　　　幼稚園、公立高等学校の施設を原因とするテ
　　　レビの難視聴解消のための受信障害対策共聴
　　　施設の新設又は改修

公共施設等の地上デジタル放送移行対策
Ⅰ 地域情報基盤の整備促進（地理的デジタル・ディバイドの解消等）

（２）庁舎等の施設（（１）の施設を除く）：一般単独
事業債・一般事業債（公共施設等地上デジタル
放送移行対策事業）

　 　 ①　庁舎等の公共施設又は公用施設（公営住宅、
　職員公舎は除く。）のアンテナ等工事（当該
　工事と併せて整備するデジタルテレビ又はデ
　ジタルチューナーを含む。）

　 　 ②　庁舎等の公共施設又は公用施設を原因とす
　るテレビの難視聴解消のため普通会計で実施
　する受信障害対策共聴施設の新設又は改修

　　
（注）詳細については、下記担当課までお問い合わせ

下さい。

施策の概要

イメージ図

担当課（１）について
　 　 　 　 　 文部科学省　生涯学習政策局　参事官（学習情報政策担当）付メディア係　０３−６７３４−２６５９
　　　　（2）について
　 　 　 　 　 情報流通行政局　地上放送課　デジタル放送受信者支援室　　０３−５２５３−５７９２
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Ⅰ 地域情報基盤の整備促進（地理的デジタル・ディバイドの解消等）

地域情報化の推進方策に関する調査研究

地域ICT基盤の整備、地域ICT利活用の促進のための実施計画の策定に向け、地域固有の
実情を反映した地域情報化のための調査を実施

施策の概要
①　地域ＩＣＴ基盤の整備方策
　　採算性の問題から民間事業者単独による整備

が困難な条件不利地域におけるブロードバンド
化を促進するため、モデル性の高い地域につい
て、総合通信局の職員が地域に赴き、自治体、
民間事業者、地域住民等と協同して、有線・無
線によるブロードバンド化等の地域ＩＣＴ基盤
の整備促進のための実施計画の策定に向けた調
査等を行う。

②　地域ＩＣＴ利活用の促進方策
　　ＩＣＴを利活用した地域課題の解決や地域経

済の活性化を促進するため、モデル性の高い地
域について、総合通信局の職員が地域に赴き、
自治体、地元企業、地域住民等と協同して、地
域の電波利用ニーズ等も踏まえた地域ＩＣＴ利
活用の促進のための実施計画の策定に向けた調
査等を行う。

施策の推進方法
①　総合通信局等が管轄する地域のうち、全国への

波及効果が期待できるモデル性の高い地域を選定、
調査計画を作成

②　本省において、計画内容、デジタル・ディバイ
ド解消の緊急性、BB 未整備地区解消の必要性、必
要となる予算等を勘案し、実施総合通信局等を決
定

③　実施総合通信局等において、地方公共団体等と
連携し、公共インフラ整備方策、利活用モデル等
について検討・調査を行い、当該地域の特性に応
じたブロードバンド化促進のための実施計画を策
定する。

イ　有線放送電話業務及び有線ラジオ放送業
務並びに有線テレビジョン放送に係る施
設・設備（難視聴解消のための共同受信施
設を含む。）

ロ　電波遮へい対策事業費等補助金を受け、
又は別に定めるところにより単独事業とし
て実施する共聴施設改修整備に係る施設・
設備

ハ　難視聴解消のため、一般放送事業者、総
務大臣若しくは都道府県知事の設立認可を
受けた情報通信格差是正事業法人又は情報
通信格差是正事業費補助金を受けて市町村
が設置する、又は電波遮へい対策事業費等
補助金を受けて整備する放送法（昭和 25
年法律第 132 号）第 2 条第 3 号に基づ
く放送局に係る施設・設備

ニ　情報通信格差是正事業費補助金又は電波

３　対象事業
過疎地域自立促進市町村計画上、中長期的観点から
重点的な投資が必要な過疎対策事業として位置付け
られた自主的、主体的な取組みにより実施される事
業（以下、略）
特に、（中略）以下の事業については、優先的に過疎
地域自立促進重点事業の対象とするものとする。

①　産業、教育、医療・福祉等の様々な側面で過
疎地域に変革をもたらすものとして都道府県が
特 に 推 薦 す る Ｉ Ｃ Ｔ（Information and 
Communications Technology）基盤の整
備事業（以下略）

遮へい対策事業費等補助金の交付を受け、
又は別に定めるところにより単独事業とし
て実施する電波法（昭和 25 年法律第
131 号）第 2 条第 5 号に基づく無線局の
うち移動通信無線局に係る施設・設備

ホ　地域における公共施設等を結ぶ情報通信
ネットワークを活用して超高速インターネ
ットアクセスを可能とする加入者系光ファ
イバ網その他の高速・超高速インターネッ
トアクセスを可能とする通信施設・設備、
又は別に定めるところによりブロードバン
ド・ゼロ地域解消事業として電気通信事業
者が設置する施設・設備

へ　電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86
号）に基づく端末設備及び電気通信設備並
びにこれら設備の設置に係る施設・設備

ト　電波法第 2 条第 3 号に基づく無線電話

過疎地域自立促進重点事業等の取扱いについて（抄）
［H18.4.26 付総行過第 51 号］

過疎債のみ

情報流通行政局地域通信振興課　03 − 5253 − 5756
総合通信局情報通信振興課（室）
沖縄総合通信事務所情報通信課
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　電子自治体の構築に総合的に対応できる知識・ス
キルを有する人材の育成のために、業務・システム
の最適化、情報セキュリティの高度化、ＩＴガバナ
ンスの強化及びＩＴ投資の評価等の自治体ＣＩＯに
求められるスキル向上を目的としています。
※ＣＩＯ：当該団体におけるすべてのネットワーク、
　　　　　情報システム等の情報資産の管理や情報
　　　　　セキュリティに関する権限及び責任を有
　　　　　する者のこと。(Chief Information 
　　　　　Officer：最高情報統括責任者 )

自治体ＣＩＯ育成研修　
Ⅱ 人材の育成

施策の目的

（２）平成２０年度に開催した講座

（３）スケジュール（案）

　総務省が平成１７年度から２０年度までに開発した
地方公共団体の現状に合わせた実践的な研修教材を活
用し、総務省と財団法人全国地域情報化推進協会（Ａ
ＰＰＬＩＣ）が共催で研修を実施します。

（１）受講対象・実施状況
　　ＣＩＯあるいはＣＩＯを支える部署の管理職又は
　そうした役職となることが期待されている地方公共
　団体職員。
　　総務省とＡＰＰＬＩＣは、４年間であわせて１０
　講座を実施しており、のべ２０２名（１０２団体）
　が研修を修了しています。

施策の概要

　世界一便利で効率的な電子行政を実現するため、地方公共団体における情報資産の適切な
管理、業務の効率化及び効果的な地域情報化の展開等に対応できる人材（最高情報統括責任
者(CIO)等）の育成研修を実施。

総務省開発教材（http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/local_support/index.html）

　情報通信人材研修事業を行う事業者に対し所要経費
の一部を助成することにより、世界最高水準のＩ C Ｔ
国家の実現に向け情報通信分野における専門的な知
識・技能を有する創造的な人材の育成を図ります。

　情報通信人材研修事業を実施する第三セクター、公
益法人及び特定非営利活動（ＮＰＯ）法人を対象に、
当該事業に必要な経費の一部を助成します。
　また、障害者を対象として情報通信人材研修事業を
実施する場合は、上記法人に加え、社会福祉法人も助
成対象となります。

（１）助成対象事業者
①　第三セクター、公益法人、NPO 法人（健常

者を対象とする場合は、研修内容が高度なもの
に限る）

②　社会福祉法人（障害者を対象とする場合に限
る）

情報通信人材研修事業支援制度
Ⅱ 人材の育成

（２）助成率：1/2（障害者を対象とする研修の場
合は 2/3）

（３）助成限度額：500 万円
（４）助成対象経費：講師謝金、労務費、教材費、

諸経費

　　平成２1 年度　　一般会計　　110 百万円

施策の目的

予算額

実施状況

施策の概要

国（総務省）

公 

募
申 

請

助
成
金

交
付

補
助
金

交
付

情報通信人材研修事業支援団体※
（※公募により決定）

情報通信人材研修事業者

スキーム図

担当課　情報流通行政局情報通信利用促進課　０３−５２５３−５６８５
　　　　　　　　　　　総合通信局情報通信連携推進課・情報通信振興課（室）
　　　　　　　　　　　沖縄総合通信事務所情報通信課
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１. 電子自治体の推進
　 電子自治体の実現に向けた体制整備、インフラ整
備、セキュリティ対策等の取組を推進
●地方公共団体における体制整備に要する経費（地

域ＩＴ化の推進経費）
　地域ＩＴを推進するための計画策定、オンライン利

用促進、人材育成、インターネット接続環境整備、
事務の電子化に伴う業務・システムの最適化、IT
調達の適正化に資する方策の調査研究に要する経費

●庁内ＬＡＮの整備に要する経費
　庁内ＬＡＮに接続した１人１台パソコンの配備に

要する経費（パソコン、プリンタ、サーバー）
●総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の運営に要

する経費
　ＬＧＷＡＮ運営に係る都道府県負担金、ＬＧＷＡＮ

サービス提供設備リース料、保守料、回線使用料
●地域公共ネットワークの維持管理に要する経費
　都道府県情報ハイウェイ及び地域公共ネットワー

クの維持管理経費（保守料・修繕費・コンテンツ
更新料等）

●申請・届出等手続のオンライン化のためのシステ
ム構築に要する経費

　申請・届出等の汎用受付システムのハードリース
料、保守料及び改良費

●公的個人認証サービスの運営に要する経費
　公的個人認証サービスの認証局運営にかかる都道

府県負担金、市町村の受付端末のリース料、保守料、
普及啓発経費

●歳入・入札手続の電子化のためのシステム構築に
要する経費

　歳入・入札手続システムのハードリース料、保守料
●地方税申告の電子化のためのシステム構築に要す

る経費
　地方税申告システムのハードリース料、保守料
●地域情報システム導入経費
　保健、医療、福祉、教育、文化等の分野における

多様なサービスの提供、サービスの質的向上を図
るための住民サービス情報通信システム（ソフト
ウェア）等の導入に要する経費

●セキュリティ対策経費
　セキュリティ対策に必要なファイアウォール、ウ

イルス対策ソフト等の導入、セキュリティポリシ
ー充実検討のための諸経費、セキュリティ監査の
実施に要する経費

●セキュリティ対策訓練経費
　セキュリティ研修の開催及び参加に要する経費
●統合型地理情報システム（ＧＩＳ）の整備に要す

る経費
　統合型ＧＩＳの導入に必要なサーバー、ビューア

ー等機器に要する経費
●地域文化デジタル化事業推進費
　地域の博物館や美術館等の文化施設に保存されて

いる有形の文化財や、地域の祭礼等の無形の文化
財等をデジタル・データ化し、インターネットで
情報発信するための経費（静止画、音声等のデジ
タル化に要する経費）

●地域情報発信対策経費
　都道府県が実施する以下の事業に要する経費

ＬＡＳＣＯＭの地域衛星通信ネットワークを利
用して全国に向けて地域情報を発信するために
要する経費（衛星施設運営費負担金、地域映像
情報番組制作料）

２. ＩＴ活用住民生活向上対策
　 地域住民の情報リテラシーの向上など誰もがＩＴ
を利用できる社会を実現するための取組を推進
●ＩＴ基礎技能講習事業の推進に要する経費
　地域住民の情報リテラシーの向上を目的に、地方

公共団体が主体となって実施するＩＴ基礎技能講
習に要する経費

●地域ＩＴリーダー育成・確保事業の推進に要する
経費

　地域住民のＩＴ実践をサポートする地域ＩＴリー
ダーの育成・確保に要する経費

●ＩＴ基礎技能住民サポートセンターの運営に要す
る経費

　公民館・図書館等の社会教育施設や、郵便局、学
校施設をＩＴ基礎技能住民サポートセンターとし
て整備し、活用・運営するために必要な経費

地域情報化推進事業
Ⅲ 電子自治体の推進

普通交付税の交付

行政の簡素・効率化、透明化及び国民の利便性の飛躍的向上をもたらす電子自治体の実現並
びにITを活用した活力ある地域社会の実現に向け、高速・超高速ネットワークインフラの整備
をはじめ必要な施策に対して地方財政措置を講じる。

① 電子自治体のモデルプログラムの提供
〜 LASDEC プログラムライブラリより無償で
　データダウンロード可能〜
●住民サービス業務（平成１５年度）
　・基盤的な業務システム
　　統合連携、電子申請、標準業務手順管理、業務

進行支援
　・個別業務処理ソフト
　　電子入札、電子調達、福祉等住民サービス提供

●内部管理業務（平成１６年度）
　・財務会計、人事給与、庶務、公有財産管理、公

営住宅管理、統合型 GIS
●基幹業務（平成１７年度）
　・住民情報関連（住民登録等）、税、福祉
●その他の業務（平成１８年度）
　・職員認証、電子決済、国民健康保険、施設予約

等
② 共同アウト支援人材サポート事業（平成１８年度〜平成19年度）
③  共同アウトレガシーシステム移行推進事業（平成１９年度〜）
④ 住民サービス向上及び業務改革推進事業（平成20年度）

複数の地方公共団体の業務を標準化し、その運用（メンテナンス及びセキュリティ対策等）について
アウトソーシングを行い、民間企業のノウハウを有効活用することにより、住民サービスの向上、地
方公共団体の業務改革及びIT関連地場産業振興等による地域経済の活性化を実現します。

共同アウトソーシングの推進
Ⅲ 電子自治体の推進

戦略の概要

取り組み

担当課　自治行政局地域情報政策室　０３−５２５３−５５８６
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担当課　自治行政局地域情報政策室　０３−５２５３−５５２５

地域情報通信基盤整備事業（ハード事業）に対する財政措置

普 通 交 付 税  ：個々の地方公共団体の標準的な財政需要（基準財政需要額）が標準的な財政収
入（基準財政収入額）を超える場合、その超える額すなわち財政不足額を補て
んするために交付

特 別 交 付 税  ：普通交付税で捕捉されない特別の財政需要のある団体に対して交付

地域活性化事業債 ：地域の活性化に向けた喫緊の政策課題に対する取組を対象とした地方債

●統合型地理情報システム（ＧＩＳ）導入における
共用空間データの整備に要する経費

　統合型ＧＩＳの導入に必要な共用空間データ整備
費に０．５を乗じた額に、財政力指数に応じた補正
をかけた額を交付

●地域文化デジタル化事業に基づくコンテンツ作成
　地域文化デジタル化事業に基づくコンテンツの作

成に要する経費に０．５を乗じた額を交付
●地域映像情報発信事業に要する経費
　ＬＡＳＣＯＭの地域衛星通信ネットワークを用い

た地域映像情報発信事業に要する経費（番組制作
費等）に０．５を乗じた額を交付

●住民票の写し等の自動交付機の導入に要する経費
　住民票の写し等の自動交付機を導入している市町

村に対し、導入台数に１５０万円を乗じて得た額
と１５０万円の合算額を交付

●ケーブルテレビによる公共情報サービスに要する
経費

　ケーブルテレビの公共情報専用チャンネルにより、
公共情報番組の放映を実施している市町村につい
て、公共情報番組の制作及び放映に要した経費に
０．５を乗じた額に、財政力指数に応じた補正をか
けた額を交付

●移動通信用の鉄塔施設の整備に要する経費
　市町村が行う移動通信用鉄塔施設整備事業（地方

単独事業）に対し、道府県が交付した補助金の額
に０．５を乗じた額に、財政力指数に応じた補正を
かけた額を交付

●テレビ等難視聴解消対策に要する経費
　情報通信格差是正事業に該当しない事業で、テレ

ビ等難視聴解消対策に要する経費に０．３を乗じた
額を交付

●ブロードバンド基盤整備に要する経費
　民間事業者が行うブロードバンド基盤整備に対し、

市町村がその整備費用の一部を補助する場合に、
その経費に０．５を乗じた額を交付

●地上デジタルテレビ中継局整備に要する経費
　地上デジタルテレビ整備事業（国庫補助）に対し、

道府県が交付した補助金の額及び市町村負担額に
0.5 を乗じた額を交付

●携帯電話等エリア整備事業に要する経費
　携帯電話エリア整備事業（国庫補助）に対し、道

府県が交付した補助金の額に０．５を乗じた額に、
財政力指数に応じた補正をかけた額を交付

特別交付税の交付
交付金、農山漁村活性化プロジェクト支援
交付金

　内容：行政情報や映像情報等を提供するために地
方公共団体が整備するケーブルテレビ。

●辺地共聴施設の新設及び改造事業
　対象：地方単独事業

国庫補助事業
　内容：デジタル放送移行による難視聴を解消する

ための辺地共聴施設の新設事業及び地上放
送のデジタル化に対応するための辺地共聴
施設の改造事業。

●ソフトウェア団地、ＳＯＨＯ等の立地促進のため
の情報インフラの整備

　対象：地方単独事業
　内容：民間電気通信事業者による高速・超高速イ

ンターネットアクセスサービスの提供の計
画のない地域において、工業団地、ソフト
ウェア団地及びＳＯＨＯ等の立地促進を目
的として実施する当該サービスを提供する
ために必要な光ファイバケーブル及び接続
機器等の整備。 

●地域衛星通信ネットワークの整備
　対象：地方単独事業
　内容：ＬＡＳＣＯＭの地域衛星通信ネットワーク

整備のための地球局の整備及び無線設備等
の整備。

●地域文化デジタル化事業の推進に資するシステム
の整備

　対象：地方単独事業
　内容：地域文化デジタル化事業に基づく「デジタ

ル・ミュージアム・システム」や地域文化

財等のデジタルデータの入力加工、検索、
再生及び発信などが可能な情報通信システ
ムの整備。

●地域情報拠点施設の整備
　対象：地方単独事業
　内容：地域の情報化を推進するための拠点となる

情報センター等の建設、公共施設等におけ
る情報化推進コーナー等の整備であって、
地域住民への研修や地域情報発信等に直接
必要となる機能を有するもの。

●共同処理センターの整備
　対象：地方単独事業
　内容：共同処理センター（電子申請等の住民サー

ビス業務及び住民サービス業務と連携した
業務を複数の地方公共団体が共同して推進
するためのシステム及び施設等）の整備。

　地域間格差の是正や活力ある地域社会の形成に資
するため、高速・超高速ネットワークインフラ等の
整備を推進
●公共施設等を接続するネットワークの整備
　対象：地方単独事業

国庫補助事業（地域イントラネット基盤施
設整備事業、地域情報通信基盤整備推進交
付金、農山漁村活性化プロジェクト交付金）

　内容：学校、公民館、図書館、庁舎等を接続する
ネットワーク構築のためのネットワーク管
理設備、構内伝送路、ネットワーク接続設備、
伝送施設、送受信設備、情報提供端末等の
整備であって、インターネット等に接続す
ることにより高度な公共サービスの提供や
地域の活性化に資するもの。

●条件不利地域における加入者系光ファイバ網等の
整備

　対象：地方単独事業
国庫補助事業（地域情報通信基盤整備推進交
付金、農山漁村活性化プロジェクト交付金）

　内容：条件不利地域及び（※）民間事業者による
整備見込みのない地域において実施する、
デジタル加入者回線設備、衛星通信施設並
びに公共施設等を結ぶ情報通信ネットワー
クを活用した加入者系光ファイバ網及び無
線アクセス設備の整備。（※）地方単独事
業に限る

●行政情報の提供等を目的とするケーブルテレビの整備
　対象：地方単独事業

国庫補助事業（地域情報通信基盤整備推進

地域活性化事業債〈地域情報通信基盤整備事業〉
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Ⅲ 電子自治体の推進

　地域情報プラットフォームとは、様々な情報シス
テムが連携して業務を処理することを目指すもので
あり、情報システム同士の連携を実現させるために
各情報システムが従うべき業務面や技術面のルール

（標準仕様）のことです。
　地域情報プラットフォームの狙いは、それぞれの
地方公共団体において、情報システム同士を連携さ
せることにより、地方公共団体の情報システム改革

（情報システムの効率化）を実現することです。地方
公共団体における地域情報プラットフォームを活用
したシステム再構築は、情報システムに係るコスト
の削減、業務の効率化、住民サービスの向上につな
がるものであり、地方公共団体において情報システ

ムの役割が大きなものになっている現状を踏まえる
と、行財政改革のカギを握るものであると考えてい
ます。
　また、地域情報プラットフォームの次の段階の狙
いとして、一つの地方公共団体の内部で情報システ
ムを連携させるだけでなく、地方公共団体、国、民
間の様々な情報システムを連携させることにより、
多様なサービスを統合し、地域において、より便利
で効率的なサービスを実現することも目指していま
す。このような地域情報プラットフォームの活用の
仕方は、国のＩＴ戦略本部において実現を目指して
いる「次世代電子行政サービス」につながるものです。

　標準仕様としては、平成 20 年 8 月に、( 財 ) 全
国地域情報化推進協会（APPLIC）において、「地
域情報プラットフォーム標準仕様書 V2.1」が策定
され、地方公共団体内部でのシステム間連携が可能
になりました。（URL　http://applic.or.jp）
　既に、一部の地方公共団体においては、地域情報

プラットフォームを活用したシステム再構築に取り
組んでいます。
　総務省では、地域情報プラットフォームを活用し
たシステム再構築を促進しており、APPLIC と連携
しながら、情報提供、助言、相談対応等の支援を行
います。

　地方公共団体においては、地域情報プラットフォ
ームを導入することにより、次で述べるような効果
が期待されます。
①　情報システムに係るコストの削減

　地域情報プラットフォームというオープンな標
準仕様を採用することにより、複数のベンダーが
調達に参入することができるようになり、ベンダ
ー間の競争環境が確保されます（マルチベンダー
化の実現）。また、個別のシステムを取り替えた場
合でも、取り替え後のシステムとその他のシステ
ムとを連携させたい場合、標準仕様によりルール
が定められるため、これまでであればシステムを
取り替える際に必要であった他のシステムと連携
させるための仕様調整や開発が不要になります（カ
セッタブル化の実現）。
　さらに、標準仕様によりルールが定められてい
るため、ＡＳＰ・ＳａａＳの活用を含めた共同ア
ウトソーシングの取組など、複数の地方公共団体
が共同でシステムを利用することも容易になりま

す。こうしたことにより、特定ベンダーによる囲
い込みが解消され、調達コストが削減されます。

②　業務の効率化
　システム間連携が実現することにより、あるシ
ステムからデータを紙に出力し、別のシステムに
手作業で入力する等、データの重複入力や重複管
理などの無駄が省略され、業務が効率化されます。

③　住民サービスの向上
　システム間連携が実現することにより、住民に
とっては、関係する複数の手続を一つの窓口で済
ませたり、一回の電子申請で済ますことができる
ようになります。また、地域情報プラットフォー
ムを採用した他の地方公共団体のシステムの他、
国や民間も地域情報プラットフォームを参照した
システムを導入すれば、これらのシステムとの連
携も可能になり、より便利で効率的なサービスを
提供することが可能となり、住民の利便性が向上
します。

地域情報プラットフォームの狙い 地域情報プラットフォームの普及

地域情報プラットフォームの導入効果

地域情報プラットフォームの導入の促進
「行財政改革のカギ」として、「地域情報プラットフォーム」の導入を検討することをお勧めします。



21 22

地域情報プラットフォームの導入効果 地域情報プラットフォームを活用したシステム再構築の事例①

地域情報プラットフォームの普及促進 地域情報プラットフォームの普及促進

　地方公共団体の情報システム（住民基本台帳、個人住民税、固定資産税等）について、地域情報プラットフォームを
活用したシステム再構築を行うことにより、①コスト削減、②業務の効率化③住民サービスの向上が可能。　　　　
　　…「行財政改革のカギ」

担当課　情報流通行政局地方情報化推進室　０３−５２５３−５８１９
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イメージ図

　平成２1 年度　　一般会計　590 百万円

地域情報プラットフォーム推進事業
Ⅳ ICT を活用した地域活性化

　官民の情報システムが相互に接続・連携できるよう、
あらかじめ各々のシステムが準拠すべき業務や技術の
標準（ルール）である「地域情報プラットフォーム標
準仕様」を活用したシステムの実証実験を委託事業と
して実施し、ＩＣＴ利活用による引越・退職、医療・
健康及び防災等の公共情報サービス、バックオフィス
連携によるサービスや次世代電子行政サービス基盤の
早期実現・普及のための課題や解決方策の提示を行う
こととしています。

施策の目的

　ワンストップサービスの早急な実用化と普及を図る
ため、「地域情報プラットフォーム標準仕様」に準拠
したシステムにより、ワンストップサービスの実証実
験を行い、ワンストップ化に向けた運用面・制度面に
おける課題の抽出と解決方策の提示、ワンストップ化
による効果の測定等を民間法人に委託します。

施策の概要

　民間法人

　委託先（民間法人）は成果物として、①ワンストッ
プ化に向けた運用面・制度面における課題の抽出と解
決策の提示、ワンストップ化による効果の測定等、②
業務システムのインターフェース等に係る実用仕様案
の策定等を行い、総務省に提出し、総務省はこれを広
く他の団体に周知・提供します。

委託主体

予算額

　（1）「地域 ICT 利活用モデル」の構築
　　　①実施主体及び選定方法

　地方公共団体からの提案を外部有識者から
なる地域情報化評価会において評価し委託先
を決定。

　　　②委託業務の内容
　地域が抱える諸課題の解決に資する情報通
信システムの企画・設計・開発、継続的運用
及びそれに必要な体制づくり等を実施し成果
物をとして①成果報告書、②システム設計書、

施策の概要

　地域経済の活性化や少子高齢化への対応、地域コミュ
ニティの再生や安心・安全の確保等、地域の具体的提案
に基づき設定された課題について、ICT の利活用を通じ
てその解決を促進するための取組を委託事業として実施
することにより、地域のユビキタスネット化とその成果
を踏まえた ICT 利活用の普及促進を図る。

③成果検証データ等を提出
　（2）「地域 ICT 利活用モデルの普及」
　　　（１）で構築した「地域 ICT 利活用モデル」に
　　ついてデータベースの構築やセミナー・シンポジ
　　ウムの実施等により全国に展開し、ICT の利活
　　用の促進と、地域課題の解決を図る。

施策の目的

　平成２1 年度　　一般会計　１，390 百万円

　平成 20 年度からは遠隔医療の普及促進等の地方再
生に資するテーマについても重点的に実施している

実施状況

予算額

地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業
Ⅳ ICT を活用した地域活性化

担当課　情報流通行政局地域通信振興課　０３−５２５３−５７５６
　　　　総合通信局情報通信振興課（室）
　　　　沖縄総合通信事務所情報通信課

総　　　　　　　務　　　　　　省

地域公共団体

地域住民
地元企業

NOP・ボランティア

教育機関

ライフライン機関

地域産業

医療・福祉機関

地域における　ICT 利活用　モデルの構築

・地域の情報化政策を総合的に展開　　　　等

ICT により多様な主体が連
携し、地域が抱える分野横
断的・複合的な課題を解決

・教育の高度化
・人材育成　　等

・ベンチャー育成
・雇用確保　　　等

・地域の安全性の向上
　　　　　　　　　　等

・地域医療
・福祉の充実　　　等

委　託

地域ユビキタスネット社会の実現

日本全体のユビキタスネット化

各地域及び国の抱える諸課題の解決

全　　国　　的　　な　　利　　用

担当課　情報流通行政局地方情報化推進室　０３−５２５３−５８１９

イメージ図
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戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）は、情報通信技術（ICT）分野の研究開発における競争的研究
資金制度※です。総務省が定めた戦略的な重点研究開発領域における目標を実現し、ICT分野におけるイノ
ベーションを生み出すために、国際競争力の強化、国民の安心・安全の確保、地域の活性化などに貢献して豊
かなユビキタスネット社会を築く独創性・新規性に富む研究開発を支援する制度です。

ICT の利活用によって地域貢献や地域社
会の活性化を図るために、地域に密着した
大学や、地域の中小・中堅企業等が提案す
る研究開発課題に対して研究資金を支援

(5)　国際競争力強化型研究開発
我が国の優れた ICT の国際競争力を戦略

的に向上させていくために、国際標準とな
る可能性の高い技術など将来的に国際市場
の開拓が見込める技術の研究開発について
研究資金を支援

２　２段階評価による厳正な評価を実施
３　研究費とは別に間接経費（直接経費の 30% 以

内）を配分
４　プログラムディレクター（PD）・プログラムオ

フィサー（PO）による管理・評価体制の充実
PO：プログラムや課題の選定、評価、フォロー

アップ等の実務を行う研究経験のある責任者
PD：制度と運用について統括する研究経験のある

高い地位の責任者

１　以下の５つのプログラムにおいて研究開発課題を
公募
(1)　ICT イノベーション創出型研究開発

ユビキタスネット社会を実現するために総
務省が設定した ICT に関する戦略的な重点研
究開発領域において、イノベーションを創出
する独創性や新規性に富む基礎的・萌芽的な
研究開発課題の提案に対して研究資金を支援

(2)　ICT イノベーション促進型研究開発
ユビキタスネット社会を実現するために総

務省が設定した ICT に関する戦略的な重点研
究開発領域において、イノベーションの結実
を促進する開発・実証フェーズにある研究開
発課題の提案に対して研究資金を支援

(3)  若手 ICT 研究者育成型研究開発
ICT 分野の研究者として次世代を担う若手

人材を育成するために、若手研究者（個人ま
たはグループ）が提案する研究開発課題に対
して研究資金を支援

(4)　地域 ICT 振興型研究開発

制度の概要

戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）
〜情報通信分野における戦略的な競争的研究資金〜

Strategic Information and Communications R&D Promotion Programme (SCOPE)

※競争的研究資金とは、広く一般の研究者等を対象に研究開発課題を募り、科学的・技術的な観点を中心と
した評価に基づき採択された課題を実施するための研究資金を配分する制度です。

Ⅳ ICT を活用した地域活性化

25

地域情報化アドバイザー制度
Ⅳ ICT を活用した地域活性化

　ＩＣＴを地域の課題解決に活用する取組に対して、
知見・ノウハウ面の支援を強化することにより、一次
産業・地場産業の振興、安心・安全な社会の構築など、
地域の自立・活性化に向けたＩＣＴの利活用による成
功モデルの構築を推進する。また、そこで得られた知
見・ノウハウを全国に普及し、ＩＣＴの構造改革力を
生かした地域経済・社会の底上げを図る。

制度の目的

　「地域情報通信基盤整備推進交付金」、「地域イント
ラネット基盤施設整備事業」（基盤整備）、「地域ＩＣ
Ｔ利活用モデル構築事業」、「地域情報プラットフォ
ーム推進事業」（利活用促進）等の実施と合わせて、
地域の要請に基づき、総務省から「地域情報化アド
バイザー」を地域に派遣し、支援地域の情報化を「基
盤」「利活用」「人材」の３つの側面から総合的にサ

制度の概要

ポートする。
　具体的には、大学での研究活動や地域における企
業活動、ＮＰＯ活動等を通じて地域情報化に知見・
ノウハウを持つ民間有識者等をアドバイザーとして
登録し、地域からの要望を受け、情報化プロジェク
トの内容に応じてアドバイザーを派遣する。アドバ
イザーは派遣先プロジェクトの計画策定・実行等の
各フェーズにおいてアドバイス等の支援を行う。

担当課　情報流通行政局地域通信振興課　０３−５２５３−５７５６

イメージ図

支 援 地 域

補助事業に
ついての
アドバイス等

地 方 総 合 通 信 局

派遣要請

派　遣

総　務　省

地域情報化アドバイザー
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大学等
国や地方自治体等の

研究機関

中小・中堅企業

　本プログラムは、ICT の利活用により地域固有の社会的・経済的課題を解決し、地場産業の振興や創出、地域
住民の生活向上など地域社会・経済活動の活性化するために、地域の大学や中小・中堅企業、地方自治体の研究
機関等に所属する研究者が提案する研究開発課題に対して研究資金を支援するものです。プログラムの概要は、
次のとおりです。

　本制度のホームページ（http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/scope）を開設しております。他のプ
ログラムの概要や公募の方法、過去に採択になった研究開発課題等の情報を掲載しておりますので、ご覧下さい。
　なお、前回公募は平成 20 年１０月に行いました。次回の公募は、本年秋頃を予定しています。

１　対象：
　地域の情報通信技術の振興・向上を担う地方大学や地域

の中小・中堅企業、地方自治体の研究機関等
２　研究費：

　単年度１件あたり最大 1,000 万円（間接経費別途配分）
３　研究期間：

　最長 2 年間
４　評価のポイント：

　主として地域性向上の可能性の観点（以下のいずれかの
観点で評価できる研究開発であること。）
a) 当該地域固有の社会的・経済的課題に対し、情報通信

技術の面から解決できる課題であるか
b) 研究成果を活用して地場産業の振興、新規事業の創出、

地域住民の生活向上等、地域社会・経済活動の活性化
に寄与できる課題であるか

c) 地域の研究機関のポテンシャル（人材育成等）の向上
に寄与できる課題であるか

担当課　情報通信国際戦略局技術政策課　０３−５２５３−５７２５
　　　　総合通信局情報通信部　情報通信連携推進課・電気通信事業課・情報通信振興室
　　　　沖縄総合通信事務所情報通信課

予算額等

地域 ICT 振興型研究開発

その他
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沖縄国際情報特区構想の推進
Ⅴ 沖縄振興

総務省では、沖縄のアジア・太平洋地域における情報通信ハブ実現の加速化や国内外の情報通信関
連企業誘致の促進をめざし①情報通信産業の集積・振興　②人材の育成・確保と研究開発の促進　
③情報通信基盤の整備の３つの基本的な方向性に沿って施策を実施しています。 

●指定地域（２４市町村）
　那覇市、宜野湾市、宮古島市、石垣市、浦添市、
名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、本部町、読
谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西
原町、与那原町、八重瀬町、南風原町、宜野座村、
うるま市、南城市、金武町、恩納村

●対象業種
　情報通信関連６業種（①ソフトウェア業、②情
報処理・提供サービス業、③放送業、④映画・ビ
デオ等制作業、⑤情報記録物製造業、⑥電気通信
業）、情報通信産業以外の業種のコールセンター業
務

情報通信産業振興地域
●指定地区（２地区）

　名護・宜野座地区（名護市、宜野座村）、那覇・
浦添地区（那覇市、浦添市）

●対象企業
　特定情報通信事業（データセンター、インター
ネット・エクスチェンジ、インターネット・サー
ビス・プロバイダ）で、地区内に新たに設立され
た法人であり、１０名以上の従業員を常に雇用し
ている等の一定条件を満たす企業

情報通信産業特別地区

　沖縄振興特別措置法では、「情報通信産業振興地域」及び「情報通信産
業特別地区」を指定し、それぞれの区域に立地する情報通信関連企業は
税制優遇措置を受けることができます。

沖縄情報通信産業振興税制

●税制優遇措置の内容

情報通信産業特別地区において新たに設立された常時雇用者数１０名以上の企業につ
いて、新設後１０年間、所得の３５％につき、法人税の課税所得から控除されます。

新たに取得した機械、建物等の価格の一定割合が法人税から控除されます［機械・装
置、器具・備品１５％、建物８％（ただし法人税額の２０％以内）、繰越４年、投資上限額

事業税、不動産取得税、固定資産税が減免されます（県や市町村の税収が減った場合、
地方交付税によって補填されます。）。

情報通信産業の事業のために土地を取得して、設備を新増設した場合、特別土地保有
税が非課税になります。

情報通信産業の事業のための施設を新設した場合の事業所税について、資産割の課税
標準が1／2控除されます。

所得控除制度（※）

投資税額控除

地方交付税による
減収補填措置

特別土地保有税の
非課税

事業所税の非課税等

優遇項目 優遇措置の概要

国　

税

地

方

税

※所得控除制度は情報通信産業特別地区にのみ適用され、同地区では所得控除制度又は投資税額控除のいずれかを選択できます。

い
ず
れ
か
を
選
択
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担当課　情報流通行政局地域通信振興課　０３−５２５３−５７５８
　　　　　　沖縄総合通信事務所情報通信課

　　情報通信関連企業の誘致、育成をめざし、様々なマルチメディア機器・設備を備えた
共同利用型施設や情報通信関連企業入居のニーズに合う設備を備えたインキュベーション
施設を整備しています。

共同利用型施設、インキュベーション施設

●名護市マルチメディア館
　ＣＧ制作支援、ネットワーク等の共同利用型設
備を備えるとともに、情報通信分野での起業を支
援する機能を併せ持つ施設

●名護市みらい１号館、みらい２号館、みらい 3 号館
　ＩＴ関連企業の誘致を支援するための共同利用
型の施設。特に、データセンターや金融関連企業
等の高度な需要に即した施設も整備

●宜野座村サーバーファーム、第 2 サーバーファーム　
　　高度なコールセンターやデータセンターの誘致
　促進に資する大規模なインキュベーション施設

●嘉手納マルチメディアセンター
　共同利用型のコンテンツ制作・編集、スタジオ
などを有し、情報通信分野での起業を支援する機
能を併せ持つ施設

30

まちづくり交付金
 他省庁の関係施策 

　地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした
個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再
生を効率的に推進することにより、地域住民の生活
の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを
目的とする。

施策の目的

　市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施
される事業の費用に充当するために交付する交付金
である。
①都市再生整備計画の作成
　市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標（注

１）と目標を実現するために実施する各種事業等を
記載した都市再生整備計画を作成。

②交付金の交付
　国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市

再生基本方針等に適合している場合、交付金を年
度ごとに地区単位で一括交付。

③事後評価
　国は、交付期間終了時、市町村に目標の達成状況

等に関する事後評価（注２）を求めることとし、そ
の結果等について確認し公表。

( 注１) まちづくりの目標の設定
まちづくりの目標とその達成状況を評価する指標を設定。
例）目標：駅周辺の賑わいを再生する

指標：来街者数 ､ 居住者数 ( 可能な限り数値化・指標
化を図る ) 等

( 注２) 数値化された指標の達成状況を評価

施策の概要

　都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必
要な幅広い施設等を対象。
・道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、

地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開
発事業　等　

・地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業　
等

・市町村の提案に基づく事業
・各種調査や社会実験等のソフト事業

交付対象

　概ね３〜５年
交付期間

　事業費に対して概ね４割（交付金の額は一定の算定
方法により算出）

交付率

　平成２1 年度　233,175 百万円
予算額

平成１６年度　３５５地区
平成１７年度　３８５地区
平成１８年度　３６２地区　
平成１９年度　２５４地区
平成 20 年度　16 3 地区

採択地区数

担当課　国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課 
　　　　都市総合事業推進室 　０３−５２５３−８４０７
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（参考）まちづくり交付金を活用した
情報通信基盤整備事例

　まちづくり交付金は、市町村の提案に基づく事業が交付対象とされており、いずれの事業に交付金を充
てるかは市町村の裁量に委ねられており、情報通信基盤の整備についても提案事業の地域創造支援事業と
して実施することが可能となっている。

●住民の学習要求を満たし、「学び」を機軸とした活力溢れるまちづくりの実現
　（福岡県宇美町平和地区）

　地域交流センター、図書館等の文教施設の整備とともに、生涯学習ネットワークの構築のため、
情報通信の高速高容量化を図るための光ファイバー敷設等の情報通信基盤整備を行う。

※該当事業は図中の青枠部分。

 他省庁の関係施策 
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農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
 他省庁の関係施策 

（１）事業内容
　農山漁村地域において情報通信ネットワークを構
築し、農林漁業情報等の提供・発信、高度情報活用
を行うとともに、高速、大容量及び都市と農山漁村
の双方向の通信等を可能とする情報通信基盤施設の
整備を行います。

（２）実施主体
　都道府県、市町村、地方公共団体の一部事務組合、
農業協同組合又は水産業協同組合

（３）対象地域
　農業振興地域※１、漁業集落※２等

（４）交 付 率
　定額（１／３）
　ただし、事業実施主体が合併市町村・一部事務組

合並びに対象地域が五法指定地域及び沖縄の場合、
農業関連施設及び公共施設を結ぶ施設等の整備につ
いては定額（１／２）

（５）交付期間
　概ね３〜５年

※１　農業振興地域：「農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律
第５８号）第６条第１項の規定に基づき指定された農業振興地域

※２　漁業集落：漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）に基づき指
定された漁港の背後集落及び漁業センサス（指定統計第６７号）の対
象となる漁業集落

施策の概要

　平成２1 年度　一般会計　34,915 百万円の内数
予算額

　一般単独事業債、過疎債、辺地債、合併特例債、活性
化事業債　等

地方財政措置

　農林水産省では、農山漁村地域において、定住や二地域間居住、都市との地域間交流を促進す
るために必要な施設の整備等の各種取組を総合的かつ機動的に支援しています。このなかで、Ａ
ＤＳＬ、ケーブルテレビ、ＦＴＴＨ、ＦＷＡ（固定無線アクセスシステム）、衛星インターネッ
トなど地域の創意工夫を活かした情報通信基盤施設の整備を幅広く支援することにより、効率的
かつ柔軟な農林漁業の振興・農山漁村地域の活性化を推進しています。

イメージ図

担当課　農林水産省農村振興局整備部農村整備官農山漁村地域活性化支援室
 　　　　　　　　　　　　　　　　　０３−３５０1 − 0814
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 他省庁の関係施策 

地方の元気再生事業

○ 国が予め支援メニューを示すことをやめ、地域固有の
実情に即した先導的な地域活動等幅広い取組（地域産
業振興、農村産業振興、生活交通の確保など）に関す
る提案を公募。

○ 民間有識者・公共団体代表等からなる第三者の目を入
れて、支援対象プロジェクトを選定。

○ 選定されたプロジェクトの立ち上がり段階における取
組（地域の合意形成やプロジェクト検討のための民間
を中心とする活動）に対し、国からの委託による調査
を１〜２年間実施。地域づくりの専門家派遣や社会実
験などを中心に、その他シンポジウム、説明会等ソフ
ト分野を柱とした様々な取組を包括的に支援。

○ 立ち上がり支援開始時にプロジェクトを公平中立に選
定するとともに、立ち上がり支援終了時に施策の実施
効果を検証するため、プロジェクトの選定・評価を第
三者の目を入れ実施。

事業概要

　平成２０年度：２５億円
　平成 21 年度：37.5 億円

予算規模

　平成２０年度から３ヶ年度を予定
実施期間

　持続可能な地方再生の取組を抜本的に進めるため、地域住民や団体の発意を受け、地域主体の様々な取
組を立ち上がり段階から包括的・総合的に支援する「地方の元気再生事業」を推進。
　平成 21 年度については、新規提案募集に加え、平成 20 年度から継続する取組に対する支援を実施

問い合わせ先　内閣官房地域活性化統合事務局
０３−５５１０−２１５１

平成21年度
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